
 

 

大和市消防団員の定員、任用、服務等に関する条例の一部を改正する条例をここに公布

する。 

令和４年３月３０日 

大和市長 大 木  哲 

 

大和市条例第４号 

   大和市消防団員の定員、任用、服務等に関する条例の一部を改正する条例 

大和市消防団員の定員、任用、服務等に関する条例（昭和４１年大和市条例第１２号）

の一部を次のように改正する。 

第１２条を削り、第１３条を第１２条とする。 

 附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和４年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

 （経過措置） 

２ 施行日前にこの条例による改正前の大和市消防団員の定員、任用、服務等に関する条

例第１２条に規定する職務に従事した場合については、同条の規定は、なおその効力を

有する。 

 （大和市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

３ 大和市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３６年大和市条例

第９号）の一部を次のように改正する。 

  別表第６８号を次のように改める。 

６８ 消防団の

役員及び

団員 

団長 年額 １２７，０００ 

副団長 年額 １０１，０００ 

分団長 年額 ８２，０００ 

副分団長 年額 ５７，０００ 

部長 年額 ５１，０００ 

班長 年額 ４４，５００ 

団員 年額 ４１，５００ 

 日額 水火災又は地震

等の災害に出動

勤務時間が４時間以上

のとき ８，０００ 



 

 

した場合 勤務時間が４時間未満

のとき ４，０００ 

警戒、訓練等に

従事した場合 

３，０００ 

 （大和市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措

置） 

４ 前項の規定による改正後の大和市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条

例別表第６８号の規定は、施行日以後に水火災若しくは地震等の災害に出動し、又は警

戒、訓練等に従事した場合について適用する。 

 


